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おにっこＰａｙカード加盟店約款 

 

（目的） 

第１条 本約款は、若桜町デジタル地域通貨事業（以下「本事業」といいます。）

において若桜町商工会（以下「当会」といいます。）が提供する電子マネー機

能付きポイントカード「おにっこＰａｙカード」に係るサービス（以下「おに

っこＰａｙカードサービス」といいます。）により地域通貨電子マネー（以下

「おにっこＰａｙマネー」といいます。）及び地域通貨ポイント（以下「おに

っこＰａｙポイント」といいます。）を利用する者（以下「会員」といいます。）

に対し、商品等の販売又はサービス等を提供する加盟店と当会との間の契約

関係を規定するものです。 

 

（定義） 

第２条 本約款において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとし

ます。 

（１）おにっこＰａｙカード 

会員が本約款に従っておにっこＰａｙマネー及びおにっこＰａｙポイ 

ントを記録し使用又は利用するために必要な機能を備えたカード（電子 

会員証を含む） 

（２）電子会員証 

当会所定のアプリケーションであり、当該アプリケーションがインス 

トールされたスマートフォンによりおにっこＰａｙマネーの使用及びお 

にっこＰａｙポイントの利用が可能となるもの 

 （３）本部システム 

    おにっこＰａｙマネーの発行及びおにっこＰａｙポイントの付与等、

本事業を行うために必要な電子情報処理組織 

（４）おにっこＰａｙマネー 

おにっこＰａｙカードに記録される円単位の金額についての電子的情 

報であって、本約款に基づき会員が商品等の購入又は提供に係る支払に 

使用することができる地域通貨電子マネー 

（５）おにっこＰａｙポイント 

おにっこＰａｙカードの利用に付随して会員に付与される電子的情報 

であって、本約款に基づき会員が当会所定のサービスを受けることがで 

きるもの 

（６）チャージ 

おにっこＰａｙカードに記録されたおにっこＰａｙマネーの金額を加 

算すること 

（７）プレミアムポイント 

会員がおにっこＰａｙカードにチャージしたときに付与されるおにっ 

こＰａｙポイント 
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（８）お買物ポイント 

会員が加盟店から商品等の購入又は提供を受ける場合において、当該 

代金又は料金等の支払いとしておにっこＰａｙマネーを使用したときに 

付与されるおにっこＰａｙポイント 

（９）行政ポイント 

会員が若桜町（以下「町」といいます。）の認めた事業に参加したとき 

等に付与されるおにっこＰａｙポイント 

（１０）会員 

おにっこＰａｙカードによっておにっこＰａｙマネーの使用及びおに 

っこＰａｙポイントの利用をする者であって、町からおにっこＰａｙカ 

ードを貸与された者 

（１１）加盟店 

商品等の販売及び提供に係る代金又は料金等の支払いについて、会員 

がおにっこＰａｙカードを利用することができる事業者 

（１２）商品等 

会員が購入又は提供を受ける物品及びサービス等 

（１３）決済端末 

商品等の購入又は提供の代金又は料金等の支払いについて、会員がお 

にっこＰａｙカードを利用するために必要となり、加盟店又はその指定 

する場所に設置される機器 

（１４）チャージ機 

会員がおにっこＰａｙマネーの発行を受けることのできる機器 

 （１５）ＳＩＭカード 

    決済端末の使用に必要な通信を可能とするＩＣカード 

 （１６）ＱＲコードＰＯＰ 

    アプリケーションによりおにっこＰａｙカードを利用するために必要 

な、ＱＲコードが印刷されたディスプレイ 

 （１７）販促物 

    本事業の周知広報に使用するチラシ、ポスター、ステッカー等 

 

（事業運営） 

第３条 本事業の運営については、当会事務局が町と協議し、事業計画を立案

し、当会理事会の承認を経て実施します。 

２ 本事業の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わりま

す。 

 

（事業参加） 

第４条 本事業は、原則として当会の会員事業者の中から事業参加する加盟店

を募りますが、非会員事業者の事業参加を妨げるものではありません。 
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（加盟店の登録） 

第５条 本事業への参加を希望し加盟を申し込もうとする者（以下「加盟希望

者」といいます。）は、本約款の内容を承諾の上、当会に対するおにっこＰａ

ｙカード加盟店登録申込書（様式第１号）の提出、その他当会所定の方法に従

い、加盟店としての登録を申し込むものとします。加盟希望者は、当会に対し

て、申込み時に記載し、入力し、又は提供した情報が正確かつ最新の内容であ

ることを確約するものとします。 

２ 当会は、加盟希望者が前項の規定による申込みをした場合は、その内容を

審査し、加盟店として登録を認めるときは、当該加盟希望者に対し、おにっこ

Ｐａｙカード加盟店登録通知書（様式第２号）により通知します。 

３ 当会は、前項の規定による通知をしたときは、速やかに本部システム上に

当該加盟希望者に関する情報を登録します。 

 

（加盟店の登録事項変更） 

第６条 加盟店は、前条の規定により登録した情報について変更がある場合に

は、速やかに当会に対し、おにっこＰａｙカード加盟店登録事項変更届（様式

第３号）により届出をするものとします。 

 

（加盟店の登録辞退） 

第７条 加盟店は、加盟店の登録を辞退するときは、辞退する日の３０日前ま

でに当会に対し、おにっこＰａｙカード加盟店辞退届（様式第４号）により届

出をするものとします。 

 

（おにっこＰａｙマネーのチャージ） 

第８条 会員は、特定の加盟店又はチャージ機でおにっこＰａｙマネーをチャ

ージできるものとします。 

２ おにっこＰａｙマネーの使用可能残高は、１００，０００円を上限としま

す。 

３ おにっこＰａｙマネーのチャージ金額は１，０００円単位とします。 

 

（おにっこＰａｙポイントの付与） 

第９条 当会は、会員がおにっこＰａｙカードにおにっこＰａｙマネーをチャ

ージしたときに、プレミアムポイントを付与します。 

２ 当会は、会員が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、

当該商品等の代金又は料金等の支払いとしておにっこＰａｙマネーを使用し

たときに、お買物ポイントを付与します。 

３ お買物ポイントは、代金又は料金等の支払い前におにっこＰａｙカードを

提示された場合に限り付与します。代金又は料金等の支払い後に付与するこ

とはできないものとします。 

４ お買物ポイントは、税金、商品券その他の金券類、はがき、切手、印紙類、
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たばこ等の代金又は料金等の支払いに対しては付与しないものとします。 

５ 特価品又は特別商品、配達商品等に係る代金又は料金等の支払いに対する

お買物ポイントの付与については、加盟店の責任において行い、お買物ポイ

ントの付与を行わない場合には、その旨をはっきりと表示し、会員の了承を

得るとともに、当会にその内容を文書で報告するものとします。 

６ 加盟店は、当会主催で統一して実施するお買物ポイントのポイントアップ

イベント等には必ず参加しなければならないものとします。また、各加盟店

におけるポイントアップイベント等については、加盟店の判断で実施するも

のとします。 

７ 町は、会員が町の認めた事業に参加したとき等に、行政ポイントを付与し

ます。行政ポイントについては、「若桜町行政ポイント事業実施要綱」を町が

別に定めます。 

 

（会員によるおにっこＰａｙマネーの使用及びおにっこＰａｙポイントの利用） 

第１０条 会員は、加盟店でおにっこＰａｙカードを提示することによって、

商品等の購入又は提供に係る代金又は料金等の支払いにおにっこＰａｙマネ

ーを使用し、又は、おにっこＰａｙポイントを利用することができるものと

します。 

２ 会員は、加盟店でおにっこＰａｙカードを提示することによって、自己の

保有するおにっこＰａｙポイントを、１ポイント１円の価値に換算した金額

相当額で、加盟店から商品等の購入又は提供を受ける場合において、当該商

品等の代金又は料金等の全部又は一部の支払いに利用することができるもの

とします。 

３ おにっこＰａｙマネー及びおにっこＰａｙポイントは、現金及び商品券と

の交換はできないものとします。 

４ おにっこＰａｙマネーの有効期限は、当該おにっこＰａｙマネーをチャー

ジした日の属する事業年度の末日から２年後の同日までとし、それ以降は無

効とします。 

５ おにっこＰａｙポイントの有効期限は、次の各号に掲げるとおりとします。 

 （１）プレミアムポイント及びお買物ポイント 

    ポイントが付与された日の属する事業年度の末日から２年後の同日ま 

でとし、それ以降は無効とします。 

 （２）行政ポイント 

    町が別に定めるものとします。 

６ 加盟店は、返品等の事由で決済を取り消したい場合、原則として決済当日

の直前の取引であれば、その場で取消し処理をすることができるものとしま

す。 

７ 加盟店は、返品等の事由で決済を取り消したい場合で、時間が経過してい

る場合は、当会へ連絡し、当会の指示に従うものとします。 
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（おにっこＰａｙマネー及びおにっこＰａｙポイントの管理精算方法） 

第１１条 おにっこＰａｙマネー及びおにっこＰａｙポイントの管理及び運用

は当会が行います。 

２ 会員が加盟店の店頭において商品等の代金をおにっこＰａｙマネーで支払

った場合には、おにっこＰａｙマネーを使用された加盟店は、プレミアムポ

イント及びお買物ポイントの資金に充当するため、おにっこＰａｙマネー使

用額の１．６％相当額を負担するものとします。 

３ 加盟店で当月１日から１５日までの期間に使用されたおにっこＰａｙマネ

ー及び利用されたおにっこＰａｙポイントは、加盟店で当該期間にチャージ

された際の預り金の額と相殺したうえで、同月２５日（休日の場合は翌営業

日）に口座振込又は鳥取銀行、山陰合同銀行、鳥取信用金庫の口座振替にて精

算するものとします。なお、口座振替不能の場合は、加盟店が当会にて支払う

ものとします。その場合は加盟店が振込手数料を負担するものとします。 

４ 加盟店で当月１６日から末日までの期間に使用されたおにっこＰａｙマネ

ー及び利用されたおにっこＰａｙポイントは、加盟店で当該期間にチャージ

された際の預り金の額と相殺したうえで、翌月１０日（休日の場合は翌営業

日）に口座振込又は鳥取銀行、山陰合同銀行、鳥取信用金庫の口座振替にて精

算するものとします。なお、口座振替不能の場合は、加盟店が当会にて支払う

ものとします。その場合は加盟店が振込手数料を負担するものとします。 

 

（決済端末等の貸与） 

第１２条 加盟店の店舗に設置する決済端末、ＳＩＭカード、ＱＲコードＰＯ

Ｐ及び販促物（以下「決済端末等」といいます。）は町の所有とし、加盟店に

貸与します。 

２ 加盟店は、決済端末等を当会の許可なしに、他人に貸与、譲渡することはで

きないものとします。 

３ 加盟店は、加盟店の過失、不注意により、決済端末等を破損又は紛失した場

合、加盟店の負担において修理又は弁償するものとします。 

４ 加盟店は、決済端末に故障若しくはその兆候がある時には、当会に速やか

に連絡するものとします。 

５ 加盟店は、加盟店が本約款の規定により、本事業から退会し又は加盟店資

格の取消しを受けた場合は、決済端末等を速やかに当会に返却するものとし

ます。なお、決済端末等の返却に要した一切の費用は、加盟店が負担するもの

とします。 

 

（決済端末等の月額利用料） 

第１３条 決済端末等の月額利用料は次のとおりとし、加盟店は、当月分を翌

月１０日（休日の場合は翌営業日）の口座振替により支払うものとします。 

２ 決決済端末及びＳＩＭカードの月額利用料は、加盟店が第５条の規定によ

る登録又は第６条の規定による変更の時点で使用しているレジスター等決済
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機器の台数（以下「既存レジ台数」といいます。）を上限として、当該台数分

までは無償とします。ただし、既存レジ台数を超えて決済端末及びＳＩＭカ

ードの貸与を受ける場合には、超過台数分については１台（枚）につき５５０

円（税込）とします。 

３ ＱＲコードＰＯＰの月額利用料は、１個につき５５０円（税込）とします。 

４ 販促物の月額利用料は、無償とします。 

 

（退会及び加盟店資格の取消し） 

第１４条 加盟店は、加盟店の都合により本事業から退会する場合は、当会所

定の届出書を提出するものとします。当該届出書を当会が受理した場合、届

出のあった月の翌月１５日（休日の場合は翌営業日）までに決済端末等を当

会へ返却することにより翌月末をもって退会するものとします。 

２ 当会は、加盟店が次の各号のいずれかに該当した場合、当該加盟店に通知

することなくおにっこＰａｙカードの利用を停止し、当該加盟店の資格を取

り消すことができます。 

（１）入会時に虚偽の申告をしたとき 

（２）本約款のいずれかに違反したとき 

（３）その他、当会が加盟店として不適格と判断したとき 

 

（おにっこＰａｙマネーの誤入金及びおにっこＰａｙポイントの誤付与をした

場合の対応） 

第１５条 加盟店が会員に対し、おにっこＰａｙマネーの誤入金及びおにっこ

Ｐａｙポイントの誤付与をした場合の取扱いは、次の各号に掲げるとおりと

します。 

（１）過入金又は過付与にすぐに気が付いた場合は、その場で取消し処理を行

うものとします。 

（２）過入金又は過付与をした場合で、時間が経過している場合は、当会へ連

絡し、当会の指示に従うものとします。 

（３）過入金又は過付与をした場合で、当該会員のおにっこＰａｙカードに返

戻分の残高がある場合は、当該加盟店が訂正処理を行うものとします。当

該会員のおにっこＰａｙカードに返戻分の残高がない場合は、過入金又

は過付与分は当該加盟店が負担するものとします。 

（４）入金額又は付与ポイントに不足があった場合は、当該加盟店が不足分を

追加するものとします。 

 

（おにっこＰａｙカードの交付及び情報登録） 

第１６条 おにっこＰａｙカードの交付及び情報登録については、町が行いま

す。 
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（未登録カードの管理及び破損したおにっこＰａｙカード等の処理） 

第１７条 未登録のおにっこＰａｙカード（以下「未登録カード」といいます。）

の保管及び破損したおにっこＰａｙカードの処理については、町が行います。

なお、破損したおにっこＰａｙカードは、裁断処理します。 

 

（預かり券でのポイントの付与） 

第１８条 町は、行政ポイント対象事業を実施する場合、その実施場所におい

て対象者のおにっこＰａｙカードへ行政ポイントを付与することが困難な場

合、行政ポイントを後日付与するためのＱＲコードが印刷された用紙（以下

「預かり券」といいます。）を発行します。 

２ 預かり券でのおにっこＰａｙポイントの付与は、原則として全加盟店で行

えるものとします。 

３ 預かり券で付与したおにっこＰａｙポイントは、町が負担します。 

４ 預かり券の有効期限は発行した日から起算して３０日を経過した日までと

し、それ以降は無効とします。 

 

（個人情報の取扱い） 

第１９条 当会は、会員から取得した個人情報（個人情報の保護に関する法律

（平成１５年５月３０日法律第５７号。以下「法律」といいます。）第２条第

１項に定義する個人情報をいい、以下「個人情報」といいます。）について、

法律及びその他の規範を遵守し、個人情報の処理を行うにあたっては、その

安全が図られるよう、必要かつ適切な管理を行います。 

 

（反社会的勢力との取引排除） 

第２０条 加盟店は、次の各号に掲げる事項を表明し、保証するものとします。 

（１）自己及び自己の役員、株主（以下「関係者」といいます。）が、暴力団、 

暴力団関係企業若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下「反社会 

的勢力」といいます。）でないこと 

（２）自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと 

（３）自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給 

等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと 

（４）自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと 

２ 当会は、加盟店が前項に違反したと認める場合には、通知、催告又はその他

の手続きを要しないで、直ちに加盟店の資格を取り消すことができます。こ

の場合、加盟店は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものと

します。 

 

（約款の改正等） 

第２１条 当会は、経済情勢等諸般の状況の変化、法令の改廃、おにっこＰａｙ

カードサービス運営上の都合等により、本約款を改正又は廃止（以下「改正
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等」といいます。）する場合があります。 

２ 当会は、本約款の改正等を行う場合、その内容及び効力発生時期を予め当

会所定の適切な方法により告知します。 

３ 本約款の改正等は、当会理事会の議決を経て決定します。 

 

（合意管轄裁判所） 

第２２条 加盟店は、本約款に基づく取引に関して万一当会との間に紛争が生

じた場合、当会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専

属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 

 

（準拠法） 

第２３条 加盟店と当会の諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法を適用し

ます。 

 

附 則 

 本約款は、令和７年１２月１日より施行します。 


